
令和８年度つつが地域担い手育成支援業務委託仕様書

１ 業務の名称

  令和８年度つつが地域担い手育成支援業務

２ 業務目的

  筒賀地域における拠点整備を地域と一体となって推進していくため、地域活動の担い手となる人材

の育成と組織化に取り組むとともに、都市部のまちづくり実践者等とのつながりを通じて、地域づくり

への住民の積極的な参加を促す機運醸成に取り組む。

３ 業務委託期間

  契約締結の日から令和９年３月31日まで

４ 業務委託の内容

（１）ワークショップの企画業務

      筒賀地域にとって有効かつ継続性のある拠点づくりを進めていくため、令和７年度開催

のワークショップ参加者若しくは地域内の熱意と志をもった有志を中心に、都市部等のまち

づくり実践者等との共創を通じて地域活性化に繋がる活動や拠点運営のあり方を検討するワ

ークショップを実施すること。なお、実施に当たっては、現在、町において検討中の拠点整備

の方向性を踏まえつつ、参加者自身が当事者意識を持ってその施設の運営に関わりたくなる

（自分ごと化できる）ような参画機運を醸成すること。

（ワークショップの概要）

項 目 内 容

対 象 者 筒賀地域で「つつが」に誇りをもち、熱意と志をもった者（１０人程度）

※対象者の募集は、筒賀支所において実施する。

実 施 回 数 ３回以上（うち、１回は体験型地域交流会形式で実施）

ゴール設定 １．ワークショップを終えた段階で、概ね次の点が共有できていること。

《つつが》の未来を創る ～ほしい未来は自分たちでつくる

《つつが》を支える ～一体感の醸成（チームビルド）

２．有志メンバーの組織化

（２） ワークショップの運営業務

      ワークショップの運営（全体のディレクション等）について、年間計画を作成し、各回で効

果的な運営ができるようファシリテーターを配置するとともに、都市部からの外部ゲスト等

の参加を検討すること。なお、会場は筒賀地域内の公共施設（つつがふれあいプラザ、筒賀福

祉センター、筒賀支所等）のほか、ゲストハウスや飲食店の活用も可能とする。



（３） 体験型交流イベントの運営業務

    町内における多世代交流機会の創出に向けて、ワークショップのうち一回は以下を参考に、

体験型交流イベントを企画すること。

※参考：令和７年度実施した「つつが餅つき交流会」と同程度のイベント若しくは令和７年度

ワークショップで出た地域サロン／体験型交流プログラムを想定。

集客、会場手配、関係者との各種調整は町において実施する。

（４） 有志メンバーの組織化支援業務

      有志メンバーを中心とした主体の概念や組織形成を検討する支援を行うこと。なお、形成

に参考となる地域団体等を複数事例で調査報告すること。

５ 成果品

（１）ワークショップ開催報告書（別紙のとおり）

（２）実績報告書

※提出内容、様式、方法等については協議する。

６ 納品場所

  安芸太田町役場筒賀支所

７ 業務委託の実施

（１）本件業務は、本仕様書によるほか、関係法令等に準拠して実施すること。

（２）受託者は、本件業務について機密を守り、業務内容を許可なく第三者に公表、転用及び貸与して

はならない。

（３）その他、業務委託内容の効果的な実施のために必要な事項については、安芸太田町と受託者によ

り十分協議したうえ、定めることとする。



別紙様式

令和８年度 つつが地域担い手育成支援業務 ワークショップ開催報告書

実 施 日 令和  年  月  日（ ）

時 間
  時  分 ～

  時  分

場 所
安芸太田町大字 筒賀

テ ー マ

写 真

内 容

進 行

感 想

及 び

特 記

事 項

※ 上記に明示した項目等について作成すること。

ﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰ氏名

記 録 者 氏 名

参 加 者 数 名


